
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] 学卒求人など、若者対象の正社員の求人申込みまたは募集を行っていること 

[2] 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること 

[3] 以下の要件をすべて満たしていること 

・直近３事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が 20％以下 

・「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること 

・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が 20 時間以下かつ、月平均の法定時間外労働 60 時間以上の正社員が１人 

もいないこと 

・前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が平均 70％以上又は年間取得日数が平均 10 日以上 

・直近３事業年度で、男性労働者の育児休業等取得者が１人以上又は女性労働者の育児休業等取得率が 75％以上 

 

ユースエール認定の要件 

ユースエール認定とは… 

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中

小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。 

 

ユースエール認定企業の特徴は… 

・若者の採用に積極的・若者の育成に熱心・離職率が低い・残業時間

が少ない・休暇を取りやすい・子育てがしやすい等が評価されていま

す。 

認定交付式 (左）出雲公共職業安定所：沖田所長 (右)竹内理事長 

令和 5 年 3 月 14 日(火)あすなろ会本部にて  

※下記は認定の要件(1)～(12)の一部抜粋 


